
 

 
                       平成２１年３月  日 

 
国土交通省関東運輸局長 殿 
 
                 申請者名 北本市地域公共交通活性化協議会 
                 代表者名 会長 山畠 則義 
 

 
平成２１年度 地域公共交通総合連携計画策定調査実施計画 

認定申請書（案） 
 
 
 地域公共交通総合連携計画策定調査実施計画の認定を下記のとおり申請します。 
 

記 
 

 
申請者名：北本市地域公共交通活性化協議会 
代表者名：北本市副市長 山畠 則義 

申請者 

構成員： 
⑴ 北本市副市長 
⑵ 一般旅客自動車運送事業者 
⑶ 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表者 
⑷ 市民及び地域公共交通の利用者の代表 
⑸ 埼玉運輸支局長の指名する者 
⑹ 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者

が組織する団体の代表者 
⑺ 前各号に掲げる者のほか、道路管理者、警察関係者、識見

を有する者その他の市長が特に必要と認める者 
所在地： 

〒３６４－０００１ 

埼玉県北本市本町１-１１１ 

担当者名：総合政策部政策推進課政策推進担当 三橋 深谷 

ＴＥＬ：０４８－５９４－５５０３ 

ＦＡＸ：０４８－５９２－５９９７ 

連絡先（事務局等）

E-mail：a02200@city.kitamoto.lg.jp 
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１．当該地域の公共交通の概況・問題点 

概要 
本市は、埼玉県のほぼ中央に位置しており、東西 5.8 ㎞、南北 5.3 ㎞、面積は 19.84k

㎡の都心から約 45 ㎞圏に位置しています。 
市の中央部をＪＲ高崎線が走り、上野駅まで約４５分で結ばれ、さらに、平成 13

年 12 月には湘南新宿ラインが開通し、現在では新宿駅まで 48 分で結ばれ、都心、

横浜方面への交通利便性が高まっており

ます。 
道路については、国道 17 号線が南北に

ＪＲ高崎線と平行して通っております。ま

た、今後は首都圏中央連絡自動車道が整備

されます。 
バス交通については、現在、市で運行し

ているコミュニティバスはなく、民間事業

者が運行する駅を発着する路線が 3 路線、

南北を縦断する路線が１路線の合計 4路線

が運行されています。その他、鴻巣市の運

行するコミュニティバスが 2路線北本駅に

乗り入れております。 
 

問題点 
①交通空白地域の問題 
本市は市域面積が小さくコンパクトな市街地形成となっていることから、比較的

路線バスのネットワーク及び運行サービスが充実しているが、バス路線から外れた

地域においては、交通空白・不便地域が存在している。 
 
②高齢化社会への対応 
北本市の平成２１年１月１日現在の高齢

化率は１９．８２％であるが、３０％～４

０％の地域も存在し、今後もより一層高齢化

が進展することが予想される。また、高齢者

は運転免許保有率が低く、更に高齢化に伴い

自動車の運転を止める傾向にあることから、

バス交通へのニーズが高まる高齢者等の交

通弱者に対する通院・買物・施設利用等にお

ける交通手段の提供が必要不可欠となって

いる。 



 

 

２．地域公共交通総合連携計画策定調査の必要性 

平成 17 年度に実施したバス交通等に関するアンケート調査において、バス路線運

行状況に対する満足度については、運行本数・運行時間帯・運賃の三つの項目で「や

や不満」という低い評価になっている。地区別にみると、バス路線の通っている地

域では評価が高くなっている一方、バス路線のない地域では、評価が低くなってい

る。 

北本市における生活交通の現状と課題を整理するとともに、生活交通に係る住民

ニーズ等を把握し、ずっと住み続けたいと思えるようなまちづくりを進めるため、

北本市における生活交通のあり方とその推進方策について考え、北本市地域公共交

通総合連携計画を策定するものである。 

 
３．調査の内容 

調査の名称 調査の内容 

市内現状分析 
 
 

市民で構成したバス交通勉強会で検討し作成した「バス交通勉強

会検討結果報告書」及び平成１７年度に行ったコミュニティバス

導入に向けた市民アンケート及びそれらの取りまとめをした調査

業務報告書等について整理、分析し、現状の整理、市民ニーズの

把握、課題の抽出等を実施する 
デマンド運行によるテスト

運行準備 
テスト運行事業者の選定、テスト運行計画の策定、デマンド交通

システム設定、利用者説明会、運行者説明会の実施、効率的な広

報活動を実施するための広報計画策定等を実施する。 
デマンド運行によるテスト

運行 
実証実験に向け、利用者、運行時間、料金等の設定等に関するテ

スト運行を３ヶ月間実施する。 

テスト運行評価 利用者アンケート、市民アンケート、テスト運行結果、テスト運

行事業者等へのヒアリング等からテスト運行についての結果を取

りまとめ評価を実施する。 
地域公共交通総合連携計画

策定 
テスト運行等の調査結果を踏まえ、北本市地域公共交通総合連携

計画を策定する。 
次年度実証実験、広報計画の

策定 
地域公共交通総合連携計画に基づき、次年度実施する実証運行計

画の策定や効率的な広報をするための計画を策定する。 



 

 
 

４．スケジュール 

以下項目別に概ねの着手・実施時期を矢印（←→）、または横棒線（－）で記載。 

調査の名称 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

市内現状分析  

デマンド運行によるテス

ト運行準備 
 

デマンド運行によるテス

ト運行 
 

テスト運行評価  

地域公共交通総合連携計

画策定 
 

次年度実証実験、広報計

画の策定 
 

 

５．予算計画 

調査の名称 総事業費 

（見込み） 

国費 

（見込み） 

地域の負担 

（見込み） 

市内現状分析 
 

 

２，６００千円

 

千円

 

千円

デマンド運行によるテスト

運行準備 
 

６，７００千円

 

千円

 

千円

デマンド運行によるテスト

運行 
 

５，０００千円

 

千円

 

千円

テスト運行評価 
 

 

２，０００千円

 

千円

 

千円

地域公共交通総合連携計画

策定 
 

２，７００千円

 

千円

 

千円

次年度実証実験、広報計画の

策定 
 

１，０００千円

 

千円

 

千円

小計 ２０，０００千円 ６，０００千円 １４，０００千円

 


